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緒  言

日本では江戸時代 よ り夏季の上用の丑の 日にウナ

ギの蒲焼 きを食べる風習があ り, 日本人に とって ウ

ナギは身近な食材である。 全 |‖:界 の ウナギの消費量

の 67害||を 日本が 占めている
|が

,世界的にウナギ

の団体数が減少 してお り,保護 。管理の動きが高 ま

りつつある[, 日本周辺域 に生思 し, 日本及び周辺諸

国で養殖 され てい るニホンウナギ (ジ ャボニカ種 :

Ang漏 7′α′αpοttcα)が ,2014年 |こ 国際 自然保護連 合

(IしCN)に よ り,絶滅危惧種 (絶
`「

k危 1其 113類 :Eヽ )

|こ 指定 された こともあ り, これか ら1,ウ ナギが |1本

の食卓に安定 して供給 され続 け らi■ るのか危′
1具 され

~て
いる。

日本で消費されているウナギの約半数は輸入品 [総

供給量の 62%が 輸入品 (2016年 ).I,中 国か らの輸入
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1「 年,世界的にウナギの個体数が減少 してお り,絶減危 1具種のレンドリス |― のヽ登録,保護及び

取引規制の動きが進みつつある.1吐界第
‐のウナギ消費国である日本にとって重要な問題である[

2013午 から2017年 の 5年間,鹿 児島県内の食料品店,飲 食店で販売されたウナギ加上食品について
,

PCR―制限酵素断片長多型法を用いて原料 ウナギの魚種判定を行った_ 日本国産と表示・販売され

ていたウナギ加工食品 131試料の うち,ジャホニカ種 (ニホンウナギ :Aれg“ ,77α ノαPοれたα)が 127

試料, ビカーラ種 (ビ カーラウナギ :Aれg“ j″α bjcο Jο r bjcο ′οr)が 13試料,ア ンギラ種 (ヨ ーロッ

バ ウナギ :Ang“ ,7′αα蔓ンj″α)が 1試料であった_中 国産 と表示・販売されていた 149試料の う

ち,ジャホニカ種が 79試料,ア ンギラ種が 34試料, ロス トラータ種 (ア メリカウナギ :Aη g“ j′′α

rο s″αια)が 31試料,マルモラータ1種 (オ オウナギ :Aれg“′7′α mα r7,20rαια)が 3試料, ビカーラ

種が 2試料であった。 日本及び中国以外の国及び士Ш域が原産地と表示・販売されていた 13試料の

うち, ビカーラ種が 8試料, ジャポニカ種が 3試料, ロス トラータ種が 1試料,マルモラータ種が

1試料であった.原産地が表示されずに販売されていた 107試料の うち,ジャポニカ種が 52試料 ,

アンギラ種が 34試料,ロ ス トラータ種が 18試料,ビカーラ種が 2試料,マ ルモラータ種が 1試料

であった[ ビカーラ種が種名を明記されずに日本国産表示で販売されていたこと,取引が規制され

ているアンギラ種が中国産表示及び原産地が無表示の試料から調査期間を通 じて検出されたこと,

流通 しているロス トラータ種や ビカーラ種の比率が増加 していることが明らかとなった |こ れ らの

結果から, ウナギの食資源の保護・管理に関わる活動として, 日本国内で流lF河 しているウナギ種の

調査を継続的に実施する必要性が示唆された ,

キーワー ド:ウナギ,魚種判定,原産地,PCR― 制限酵素断片長多型法 (PCR― RFLP法 )

品が輸入品全体の 98%(ウ ナギ加工食品)と 78%(活

鰻)(2014年 )3)]で あり,国産品・輸入品ともにその

ほとんどが養殖 されたものである。養殖には,漁に

よって捕獲 した天然のシラスウナギ・稚魚が利用 さ

れ,て いる。ジャポニカ種のシラスウナギの国内漁獲

量は最盛期 と比べて激減 してお り,国 内で養殖に用

いるシラスウナギが不足し,4割 (2008-2017年 の平均)

は海外からの輸入に頼っている
2)。

ジャポニカ種のシ

ラスウナギの不漁は周辺諸国でも同様の状況であり,

日本輸出用にウナギを養殖 している中国などの養鰻

業者 と国内業者の間でシラスウナギの取 り合いが起

きている。中国ではジャポニカ種の代わりとしてヨー

ロッパ ウナギ (ア ンギラ種 :んιgttZJα  α71gttπα)も

養殖 されていたが,中 国でのアンギラ種の大量導入

はヨーロッパでのシラスウナギの乱獲を誘導し,ヨ ー

ロッパ各地で 1980年代に比べてアンギラ種シラスウ

ナギの漁獲量が 95-99%減少 したことが報告されてい鹿児島純心女子大学看護栄養学部健康栄養学科
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る
||.こ

のため,ア ンギラ種は 2007年 に LCヽ の レッ

ドリス ト (絶滅危惧 IA類 :CR)|こ 記載 され,2009

年にはワンン トン条約 (絶滅のおそれのある野生動

植物の種の国際取引に関する条約 i CllES)(こ よって

取引規制対象種 (CITES附属書且への掲載)と な り,

欧州連合 (EU)は 2010年からアンギラ種の輸出入を

原則禁止 としている。養殖 ウナギは一般的に飼育用]

間 上-2午 で出荷すると言われてお り,2010午 に取引

規制が始まったアンギラ種の流通量は 2012年以降は

減少するはずであるが,2014年段階でも国内の複数

の小売大手の食料品店でアンギラ種が販売 されてい

たことが報告 されている
¬
1,国内でアンギラ種の養殖

が試み られた時期はあるが, 日本の飼育環境はアン

ギラ種の飼育に適 していなかったため,現在では国

内でのアンギラ種の養殖は行われていない といわれ

ている L‐ ,こ のため,国内で流通 しているアンギラ

種はほとんどが中国産であ り,中国によるアンギラ

種シラスウナギの不法な取引が疑われていた。2011

年 7月 に水産庁はアンギラ種が適正な形で輸入され

ているか中国政府に[|1答 を要求する方針であること

が報道 され,中 国政府当局は,02014年現在 日本に

輸出 しているウナギは取引規制以前に車f〕 入 した稚魚

を養殖 したものである,②規制以前に輸人 した千1亡魚

が 2015年 1月 中に全て出荷 される,02015年 2月

以降はアンギラ種の輸出はなくなる, とい うことを

日本の業界関係者に説明したことが報道され ている
‐

.

2010年に独立行政法人水産総合研究センター と農

林水産消費安全技術 センターが作成 した “うなぎ加

工品の原料魚種判別マニュアル"卜 では,当 時国内で

流 ,卜ヽしているウナギのほとんどがジャボニカ種 とア

ンギラ種であったため, この 2種類を判別する方法

が採用されていた。 しかし,近年 では,ジ ャボニカ種・

アンギラ種 ともにシラスウナギのi口 獲量が激減 して

お り, これ らに代わる種 としてアメリカウナギ (ロ

ス トラータ種 :Ang“沼α rο sι rα

`α

),モザンビークウ

ナギ (モ ザンビーカ種 :Aれg“′′′α mOSSα 7,2bjCα ),イ

ン ドネシア周辺原産のビカーラウナギ (ビ カーラ種 :

A728開 7′α b′ C070rわ iC()′ Or)な ど の 養

'直

が イTオ ,れして い る

が
Ⅲ
, ロス トラー タ種 1)2014年 に絶減危惧種 (絶減

危惧 IB類 :Eヽ )に 登録 され ている。 また,2013午

には国内で養殖 された ビカー ラ種の目lζ 売が始 まる
‐`

な ど, 日本国内で もジャホニカ種・アンギラ種以外

の ウナギ種の流通が拡がってお り, ウナギを取 り巻

く環境はこの数年間で大きく変動 しつつある_

世界 レベルで ウナギの保護及び資源管理が議論 さ

れつつあるのに対 して, 陛界最 大の ウナギ消費 1玉|で

ある |1本 では国民 レベ ルで (′ 当事者意識が非常に希

薄である.そ の要因の一うに表示基準がある。 ウナ
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ギ加工食品には,原料となるウナギの原産国 (養殖地・

水揚地)の表示は義務化 されているが,その種名の

表記については規定されていない 1・

。 このため,店

頭で販売 される際には,種名の表示はほとんどなさ

れてお らず,消費者は何:種 のウナギなのか知ること

ができない.こ れ らのことから,国産表示で販売 さ

れているものが必ず しもジャホニカ種ではないこと

を認識 している者は少ないことが予想される.嘱 に,

日本人がヨーロッパに生 .国、しているアンギラ種の減

少など陛界各地で起こりつつあるウナギ資源の減少

に自分たちの食文化・消費行動が直接関係 している

ことを意識することは困難な状況である(,

日本政府はウナギの保護・食資源の管理に向けて ,

2014年に中国・台湾・韓国との間で養殖量の削減に

合意 し,共同声明
11・

を発表 したり,2015午 よりF・ 殖

業者の届け出制 。許 可制を導入するとともに,ニ ホ

ンウナギの完全養殖の実業化に向けた研究を推進す

るなどの活動を行っている_ しか し, これ らの取 り

組みだけでなく,消費者の意識改革による消費行動

の変化 も必要であ り, 1世 界最大の消費国である日本

の消費者が, 日本で流通 しているウナギが世界各地

の様々な種であること, 日本人の食行動により世界

中のウナギが絶減の危機に立たされつつある現状を

理解することも重要であると考える
=

このため,本調査研究では 2013午か ら2017午 に

鹿児島県内で収集 したウナギ加工食品について、 1京

料のウナギ種の判定調査を継続 して行い, ウナギの

保護・資源管理に関する基礎的データを得ることを

目的としたc

方  法

ウナギ加 |:食 品の試料は,2013年 から2017午の 5

午間に渡 り,夏季の土用の上の 日を中心に,庄児島

県内の食料品店及び飲食店にて購入・収集 した^各
試料は,原産地の表示によって以下の /1区分 (C国産 ,

②中国産,0日 本・中国以外の国 。地域産,0原 産

地の表示・晴+ltの ないもの (飲食店での購入及び惣菜・

弁当としての購入))に 分類 した (計 400試料 :表 1)c

試料は DNA l由出まで -20℃ で冷凍保存した_

各ウナギ加 ll食 |ll lI Iの 原料のウナギ種の判定は, ウ

ナギ加工食品か ら|[し 出 した DヽAの 特定領域 を 1'CR

法により増幅させ,増幅させた DNAを 制限i嗜 素で処

理 し,電気泳動にて DヽA切 断パターンを確認する

PCR―制限酵素断片長多型法 (PCR― RFLP法)にて行っ

た。蒲焼に代表 されるウナギ加工食品からの 1)ヽAの

抽出は,独立行政法 人水産総合研究センターの方法

・||こ
準 じ,QIAGEヽ 社の Dヽ easy Blood&・ 1lssue Kit及

び Rヽ aseAを 用いて実施 した.1て R,制限酵素処理及
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び切断パターンによるウナギ種の 1411定 は,若尾 らの方

法
|」 |に

準 じて行った。 1由 出 した DN=ヽ (約 200 ng)を

用いて PCR反 応溶液 (表 2)を調製 し、表 3の 反応

条件で PCRを行った[フ ォー ワー ドアライマー とし

て 5'一 TACGAAAAACCCACCCI.ヽCTTCT-3'(22 bp)

を, リバースプライマー として 5'一 TCCTCA・ lGGAA
Gl'ACATヽ lCCIAC(]ACTGC-3'(30 bp)を 用い, ミ

トコン ドリア T)NAの シ トクローム bの特定領域 (398

bp)を 増幅 したc両フライマーはライフテクノロジー

ズジャバン社 (東京)に て合成 した 1)の を使用 した
[

増幅したDNAは,2種類の制限酵素処理 [0″れ/1

(6ビltubc),② ■fろο11と Aル 1(Rsα I)の混合 (そ れ

表 1 収集 したウナギ加工食品の原料ウナギの原産地

鹿児島純心女子大学看護栄養学部紀要 VoL22,2018

ぞれ 6U'tube):37で で 1時間 ]を 行った後に,3%
アガロースゲル (エ チジウムブ ロマイ ド添加)で「[L

気泳動 を行い,切断′くターンの違いを調べたc若尾

らの方法
|」 |が

報告 され た 上999年段階では 日本国内

で流通 していなかった ビカー ラ種 (■ηg“ j″α bjcο ′οr

b:cο 7ο ″) び)半 |1定 にンDt｀
~(は

, GentDa1lkに 子ヽ 1求 さオし
~C

い る ミ トコン ドリア DNAの ン トクロ~ム bの 塩基

配列情報 (ア クセ ッン ヨンナンバー :AB279119)か

ら切断パ ターンをオ任定 し, ビカー ラ種 と表示 されて

販売 されていた複数の試料にて|IF定 されたバン ドバ

ターン (0″m/1:337 bp,61 bp,② νわο IIと Aた I:

248 bp,70 bp,42 bp)が 検出されることを確認した_

言式料数 国 産
日本・中国以外の

国・地域産

地

示

産
表

原
無

(N) 44 18 15 0
2013年

(%) 100.0 40.9 34.1 00 25.0

(N) 72 21 25 25
2014年

(%) 100.0 29.2 34.7 14 34.7

(N) 74 21 28 3 22
2015年

(%) 100.0 284 37.8 41 29.7

(N) 94 32 37 7 18
2016年

(%) 100.0 340 39.4 74

(N) 116 39 44 2 31
2017年

(%) 1000 33.6 37.9 1.7 267
(N) 400 131 149 13 107

2013-2017年
(%) 100.0 328 373 3.3 268

表 2 PCR反 応溶液の組成

試薬 (uL/tube)  含有量

DNA,容 ,夜

dNTP混合溶,夜 (2.5mM)$#

フオーワー ドプライマー溶液 (10 uM)

リバースプライマー溶液 (10 uM)

DNAポ リメラーゼ溶液 (5U/uL)$

緩衝液 (10倍 )$

(MgC12含有 :20 mM
滅菌精製水

10*

4

25
25
0.25

5

2575*

200 ng

200 uM

05 uM

O.5 uM

l.25U

2 mM)

PCR反応溶液の全量 50
*DNA溶

液 と減菌精製水の液量は,DNA溶液の DNA濃度に応 じて増減
STaKaRa Ex Taq(Mg2+plus Burer)(タ

カラバイオ社)の試薬を使用
・dNTP混合溶液 :各塩基 をそれぞれ 25 mMず つ含有

表3 PCRの温度プログラム

温度 (℃ ) 時 間 サイクル

第一段階   熱変性 94 9分

熱変性

第二段階   アニー リン

20秒
20秒

伸長反応 72 40秒

PCRに は SimpliAmp Thermal Cycler(Thermo Fisher Scientincネ 土)をイ吏用

35

最終伸長反応 72 3分
三段階一弟

冷却 4

中国産

11

191

1
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また,今 回の調査で検出された 5種類 (ジ ャポニカ種 ,

アンギラ種 , Iコ ス トラータ種, ビカーーラ種 ,マ ルモ

ラー タ種)の 各ウナギ種の 1)＼
=ヽ 断片の切断パ ターン

(若尾 らの方法
121,青

|||ら の報告
｀

及び Clcnballk lこ

登録 されているミ トコン ドリア DNAの ア |ヽ クローム

1)の 塩基配列情報 よ り推定)を表 4に ,電気泳動 に

よって確認 された [)ヽA切断バ ターンを図 1に示 した。

なお,制 限酵素はすべてタカラバイオ社より入手 し
,

その他の試菓は全て市販の特級品を用いた
[
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結  果

国産表示の ウナギ加 li食 品の原料 ウ十ギ種の結果

を表 5に示 した_全 131試料の うち,ジ ャホニカ種

が 127試料 (96.9%), ビカーラ種が 3試料 (2.391)),

アンギラ種が 1試料 (0.8%)で あった_収集 した午

ごとでは,2014年 と 2017年 はすべてジャホニカ種で

あったのに対 して,2013年 にア ンギラ種 が 1試料 ,

2015年 に ビカーラ種が 2試料,2016年 にビカーラ種

が 1試料検出された.

表 4 本調査で用いた PCR― RFLP法による各ウナギ種のミトコンドリアDNA(シ トクロームbの

特定領域398bp)の切断パターン

ウナ の切断′ターンは
, 尾 らの 山らの 及 Genbank d) こ推定

下線付大文字の品種 1今 回の調査試料から検出

励″ I 処理

337, 61220, 117, 61 398(bp)

И″gυ%2′″gi勁物~Iヱ
≡ヨ置ヨ亘

「

~

Иηgν/〃′οθ/θbθ″sκ

4′751勁物わた0めrわたθわr~~~IE五
≡互理璽

~~~

Angui//a reinhardtii

Angui//a austra/is

161, 137, 87

172, 171, 42

343, 42

ル4bο II

+

И/bI

処理

248, 70, 42

248, 95, 42

248, 134

(bp)

400

350
300

250

200

150

(bp)

400

350
300

250

200

150

100
100

50
50

ジ
ヤ
ポ
ニ
カ
種

ビ
カ
ー
ラ
種

マ
ル
モ
ラ
ー
タ
種

ロ
ス
ト
ラ
ー
タ
種

ア
ン
ギ
ラ
種

マ
ー
カ
ー

ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種

ビ
カ
ー
ラ
種

マ
ル
モ
ラ
ー
タ
種

ロ
ス
ト
ラ
ー
タ
種

ア
ン
ギ
ラ
種

マ
ー
カ
ー

図 1 励″ I処理後のDNA断片 (左 図)と ″bο IIと Иル I処理後のDNA断片 (右 図 )の 電気泳動写真

“

′7′ I処理後に検出された DNA断片 (左図):ジャポニカ種 :220,117,61 bp,ビカーラ種・マルモラータ種・ロストラータ種 |

337,61 bp,ア ンギラ種 :398 bp。 物%IIと И力I処理後に検出された DNA断片 (右図):ジ ヤポニカ種 :248,95,42 bp,ビカー
ラ種 :248,70,42 bp,マ ルモラータ種 :343,42 bp,ロ ス トラータ種・アンギラ種 :161,137,87 bpo DNA断片長は,若尾
らの報告

12),青
山らの報告

13)及
びGenbankの 塩基配列データより推定。

|
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(マルモラータ種)
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中国産表示の ウナギ加工食品の原料 ウナギ種の結

果 を表 6に示 した。全 149試料の うち, ジャポニカ

種が 79試料 (53.0%),ア ンギラ種が 31試料 (22.8%),

ロス トラータ種が 31試料 (20.8%),マ ルモラー タ種

が 3試料 (2.0%),ビ カーラ種が 2試料 (1.3%)で あっ

たc収集 した年 ごとに見ると,2013午 と 20上 4年 はア

ンギラ種が最 も多 く約半数 を占めていたが,2015年

以降はアンギラ種の比率が減少 し,半数以 卜をジャ

ポニカ種が占めていた。 ロス トラータ種は 2017年 が

最 も多 く 31.8%で あった=マルモ ラー タ種 は 2013-

2015年にそれぞれ 1試料ずつ検出されたが,2016年

と 2017午は検 出されなかった。 ビカー ラ種は 2013-

2016年では検出されず,2017年 に 2試料検出された.

日本 と中国以外の国・地域産表示の ウナギ加工食

品の原料 ウナギ種の結果を表 7に示 した.全 13試料

の うち, ビカー ラ種が 8試料 (61.5%),ジ ャポニカ

種が 3試料 (23.1%),ロ ス トラータ種が 1試M7.7(ヽ ),

マルモ ラー タ種が 1試料 (7.7%)で あつた= ビカー

ラ種の 8試料はすべてイン ドネシア産であ り, ジャ

ポニカ種の 3試料はすべて台湾産であ り,ロ ス トラー

タ種の 1試料はカナダ産であ り,マ ルモラータ種の 1

試料はイン ドネシア産であった.

表 5 国産表示のウナギ加工食品における原料ウナギ種の比率
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原産地が表示 されていなかったウナギ加工食品の

原料 ウナギ種の結果を表 8に示 した_全 107試料の

うら,ジ ャホニカ種が 52試料 (18.6%),ア ンギラ

種が 34試 料 (131.8%), ロス トラー タ種 が 18試 料

(16.8%), ビカーラ種が 2試料 (1.9%),マ ルモラー

タ種が 1試十1(0.9%)で あった,収集 した年ごとに

見ると,2013年 と2014年 はアンギラ種が最も多かっ

たが,2015年以降はジャホニカ種が最 も多く約半数

以上を占めていた。ジャポニカ種 とアンギラ種は毎

年検出されたのに対 し, ロス トラータ種, ビカーラ

種 とマルモラータ種は検出されなかった年があった´

ロス トラータ種は 2014年 と 2017年 では 2番 目|こ 多

い種で 2割以上を占めていた.

考  察

2013年から2017年の 5年間,1[児 島県内の食料品

店及び飲食店 で販売されていたウナギ加工食品の原

料のウナギ種を調 査した結果, ビカーラ種が種名を

明記せずに国産表示で販売されていたこと,取 引が

規制 されているアンギラ種が調査期間を通 じて販売

されていたことが明らかとなった_

日本国産表示で販売 された試料の中から,ア ンギ

試料数  ジャポニカ種  アンギラ種 ロストラータ種 マルモラータ種 ビカーラ種

(N) 18 17 0 0 0
2013年

(%)    1000 944 56 00 0.0 00

(N) 21 21 0 0 0 0
2014年

(9る )    1000 00 0.0 00

(N) 21 19 0 0
2015年

(%)    1000 905 00 0.0 0.0 95

(N) 32 31 0
2016年

(%)    1000 969 00 00 0.0 31

(N) 39 39 0 0
2017年

(96)    100.0 100.0 0.0 00 0.0 00

(N)     131 127 0 0 3
2013-2017年

(96)    100.0 96.9 08 00 0.0 23

表 6 中国産表示のウナギ加工食品における原料ウナギ種の比率

試料数  ジヤポニカ種  アンギラ種 ロストラータ種 マルモラータ種 ビカーラ種

(N) 15 6 7 0
2013年

(%)    1000 400 467 67 67 00

(N) 25 4 14 6 0
2014年

(%)    100.0 16.0 560 24.0 40 0.0

(N) 28 17 6 4
2015年

(%)    1000 607 214 143 36 0.0

(N) 37 27 4 6
2016年

(%)    1000 730 108 162 00 00

(N) 44 25 3 14
2017年

(96)    1000 568 6.8 31.8 00 45

(N) 149 79 34 31 2
2013-2017年

530 228 20.8 20 13

1

100.0 0.0

1

1 1

1

1

(%)    100.0
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は規定 されていない 10)。 このため,国 内で養殖 され

たビカーラ種については,種名 “ビカーラ種"を表

示することなく,単に国産 と表示 して販売す ること

自体は違法ではない。 しか し,消費者の多 くが国産

表示で販売されているウナギはジャポニカ種 と認識

していることが予想 され,こ のような消費者の誤認

識 (優 良誤認)を防ぐためには産地だけでなく種名

の表示を義務化することが 1つの有効な手段 と考え

る。なお,水産庁はジャポニカ種については “ウナギ"

でなく “ニホンウナギ"と 表示することを推奨
15)し

ているが,それ以外の種についてはすべて “ウナギ"

との表示 となる。消費者が最 も望むウナギは “国産

のジャポニカ種"であるため,販売業者にとってジャ

ポニカ種であることを明記するメリッ トはあるもの

の,ア ンギラ種,ロ ス トラータ種,ビカーラ種 といっ

た種名 を明記するメリットはない。 このため,こ の

水産庁の通達によってジャポニカ種かどうかについ

ての誤認識を減 らす ことに対 しては一定の効果が期

待 される。一方,種名の表示がなく, どのウナギ種

が利用 されているのか消費者が認識することが困難

な現状では, 日本でのウナギの大量消費が世界各地

のウナギ資源の減少に影響 していることを消費者が

における原料ウナギ種の比率

ラ種 とビカーラ種が検出された=ア ンギラ種は, |」

本でも養殖の事業化が試 されたが生育環境が適 して

いなかったこともあ り,現在では国内で養殖されて

いない といわれている
l hl_こ のため,2013年 にア

ンギラ種 と判定された試料は,度 々報道 される事件

同様に輸入品を国産品と偽った産地偽装が疑われる._

一方,20152016年 に検出されたビカーラ種は産地偽

装ではなく国内で養殖 されたものと推測 されるt, ビ

カーラ種は,イ ン ドネシアか ら輸入された ものだけ

でなく,国 内で養殖 されたものが 2013年 から販売さ

れている
1)|, 

また,2015-2016年 に出荷 された成鰻

は,そ の 1-2年 前にンラスウナギとして養殖池に池

入れ されたものと推察されるが,そ の池入れ時川 と

重なる 2013年はジャホニカ種のシラスウナギの捕獲

量が過去最低だった年であった
21こ

とより,ジ ャホ

ニカ種のシラスウナギを確保できなかった国内の養

鰻業者でビカーラ種に切り替えた者が例午に比べて

多かったことが推察される.食 品表示基準では,「 |

本国内で養殖 された家畜・魚類等は,種を問わずに

“国産"の扱いとなり
111,ま

た,ウ ナギ加工食品では ,

原料 となるウナギの原産国 (養殖地・水揚地)の表

示は義務化 されているが,そ の種名の表記について

表7 日本と中国以外の国・地域産表示のウナギ加工食

試料数  ジヤポニカ種
* 

アンギラ種  ロストラータ種
# 

マルモラータ種
$ ビカーラ種

&

(N) 0 0 0 0
2014年

(%)     100.0 00 0.0 00 00 1000

(N) 3 0 0
2015年

0.0 00 333 333 33.3

(N) 7 3 0 4
2016年

(96)    100.0 429 0.0 00 00 57.1

(N) 2 0 0 2
2017年

(96)    1000 00 00 00 00 100.0

(N) 13 3 8
2013-2017年

(`ア))    100.0 23.1 00 77 77 61.5

2013年 :該当食品なし(0試料) ジャポニカ種
*:3試

料とも台湾産  ロス トラータ種・ :カナダ産

マルモラータ種
$:イ ンドネシア産  ビカーラ種

&:8試
料ともインドネシア産

表 8 原産地が無表示のウナギ加工食品における原料ウナギ種の比率

試料数  ジャポニカ種 アンギラ種  ロストラータ種 マルモラータ種 ビカーラ種

(N) 11 4 7 0 0 0
2013年

(%)    100.0 36.4 636 00 0.0 00

6 9 8 0 2
2014年

(96)    1000 24.0 360 32.0 0.0 80

(N) 22 16 4 2
2015年

(96)    100.0 72.7 182 9.1 00 00

(N) 18 11 7 0
2016年

(%)    1000 389 00 0.0 0.0

(N) 31 15
2017年

(%)    1000 484 226

(N) 107 52 34 18 2
2013-20171年

(%)    1000 486 318 16.8 09 19

1 1

1 1 1

(96)    100.0

(N)      25

611

1

258         32          00
1
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意識す ることは難 しく,消 費者の意識 面か らウナギ

の資源保護活動を推進 していくとい う観点において ,

ウナギ加工食品において原産地表示だけでなく種名

表示を義務化することが望 ましいと考える.,

||1国 産表示で販売 された試料及び原料 ウナギの原

産地 1青 報がない状態で販売 された試料の |||か ら,調
査期間を通 してアンギラ種が検 出された。食料品店

や弁当屋等で扱われ る惣菜・弁当 (イ ンス トア加工 )

であった り,飲 食店 (外 食)で販売・提供 される場合 (対

面販売)では, ウナギに限 らず に食材の原産地の表

示が義務化されていない (任意表示)Ⅲ
lた

め, これ ら

の場所で収集 した試料では ウナギの原産地の情報が

提示 されていない ことが多かったら 日本では ウナギ

に関 しては海外産よ りも国産の人気が高いため, こ

れ らの原産地が無表示の試料のほ とん どは敢えて原

産地を表示 していない,つ まり,輸入品と考えられる^

また,輸入 され るウナギ (加 工食品 。活鰻 )の 8雷 |

以 上を中国産が占めている・ _こ とを考慮す ると,無
表示の試料の半数以上は中国産の ウナギが原‐料 と推

察 され る.ア ンギラ種の主な生思地である欧州の EU

では 2010年 12月 よ リアンギラ種の輸 出入を全面的

に禁上 しているc通常の ウナギの養殖期間は 1-2年

といわれているため,2013年以降はアンギラ種の流

通はな くなるはずであるのだが,報道 によると中国

政府は Et lこ よる[|(引 規制前に輸入 。養殖 していたア

ンギラ種の輸出が 2015年 1月 で終わ り,2015年 2月

以降はアンギラ種の輸出を認めない との 意向を 日本

の業界関係 者に伝 えていたことが報道 されている
Fl

また,“ ニホンウナギその他の関連す る うなぎ類の保

存及び管理に関する共同声明 (2017年 )"に付随 して

発表 された資料では,中国でのヨーロッバウナギ (ア

ンギラ種)の養殖池への池入れ量は 2011年か らの 3

シー ズンは ()ト ンとなっているが,2014年 と 2016年

の 2シーズンは数値が入れ られてお らず,2015午 シー

ズンは 4.5ト ンとなっている
IF=な

お,こ の資料での

1ン ~ズ ンは 11月 上国か ら翌年の 10月 31日 まで と

なっている (2015年 シー ズン :2015年 上1月 ～ 2016

年 10月 )。 このため,Eビ による取引規制開始 までに

輸 入したシラスウナギ分の出荷が終わった 2015年 以

降は,2015年 シースンに池入れ したシラスウナギが

成長す るまでの期間 (飼 台期間を考慮すれば早 くて

2年後の 2017年 )|ま,中国産か らアンギラ種は検 出

されないはずであるご本調査結果では,2013-2014午

では中国産の中ではアンギラ種が最 1)多 く約 半数 を

占めてお り,2015年以降はアンギラ種の比率は低下

しつつ も,すべての年に検出 され てお り,産地無表

示の試料では少ない年で もアンギラ種が 2害 llを 占め

ていた.ま た,吉永による中国産 ウナギの調査報告
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(2011-2015年 の調 査)1ド では,調査期間を通 じてア

ンギラ種が検出されてお り,最 も少なかった 2015年

で 15%を アンギラ種が 占めていた
= |′

1石 らの報告
1'

な どで指摘 されている様 に, これ らの結果及び情報

か ら取引規制後 も中国では闇取引によるアンギラ種

の輸出入が継続 して行われ てきたことが示唆 された。

なお,2015年 シー ズンに中国でアンギラ種の池入れ

が再開 したことが資料で公表 されているが, 日本の

水産庁の担 当官によると, 中国政府は輸出入 を禁止

してい る I〕 しか らでな く北アフ リカ諸 国か らの正規

手続 きを経た輸入と説明 しているとのことであった。

これ らのことか ら,||1国 か らのアンギラ種の輸入が

これか らも続 く可能性が高いことが推察 された
=

アンギラ種の養殖が盛んであった中国では,ア ン

ギラ種が取引規制の対象 となった頃か らロス トラー

タ種及びビカーラ種の池入れ量が増加 し,,■ ス トラー

タ種 については 2014年か らは ジャポニカ種 と |ま |ゴ

同程度の量が輸 出されていることが公表 されている

が, ビカーラ種の輸出量は 2016年 までの資料に提示

されていない
l Fl_本

調査では資料 と同様 に,ロ ス ト

ラータ種が 2014午以 |。年は増えてお り,2017年ではア

ンギラ種 を抜いて ジャポニカ種に次いで 2番 目に多

い種 となっていた。 また, ビカーーラ種については中

国産表示の試料か らは 2017年 に初めて検 出 された。

ビカー ラ種については,イ ン ドネシアか らの輸入品

が,原産地・種名 を明記 した状態で小売大手の系列

店にて継続 して販売が行われている_マ ルモ ラー タ

種は中国での池入れや |III玉|か らの輸出は資料では確

認 されず,台湾か らの輸出が報告 されている
IF c台

湾及び韓国では, L記の 5種以外にモザンビークウナ

ギ い電
“
沼α mOSSα 7,2仇 6α)やオ~ス トラ リア ウナギ

“

7■g‐

“

j77α α
“
S″αんS)の「

輸出入が報 告 され ている
1「・

.

これ まで各種の シラスウナギの池入れ量は,ジ ャボ

ニカ種のシラスウナギの漁獲 に 大きく影響 を受けて

お り, 日本でジャボニカ種が不漁だった 2010-2012

年には,各地でジャポニカ種以外のシラスウナギの

池入れ量が増加 し,そ の 上-2年 後に市場で これ らの

品種 の流通量が増加 した と推察 され る[現在では ,

ジャポニカ種やアンギラ種の代替 として利用 されて

いるロス トラータ種 も絶減危惧種に指定 されてお り,

今後 ロス トラータ種のシラスウナギの漁獲量が低 |て

す ることも予想 され るこ このため,ジ ャボニカ種や

|コ ス トラー タ種の シラスウナギの漁獲量及び取引規

制の導入次第によっては,養ケ直され 市場に出回るウ

ナギ種の比率は大きく変動 していくことが予想 され ,

今後 も日本国内で流通す るウナギ種の継続的な調査

が必要であると考える[

「
|」 :界 的な ウナギの国体数減少により, ウナギの保
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これ らの関係す る国・地域 によるウナギの保護 。管

理活動が,報告 どお りに遵守 されているのか どうか

を確認す る手段 として も,今後 も日本国内で流通 し

ているウナギ種の調査は必要である.

本調査の限界の 1つ として,収集 した試料 に関す

る問題がある「,収集 した試料数が調査初期では科学

的な調査 として充分でない こと,及び,試料を収集

した地域が鹿児島県に限定 され ていることが挙げ ら

れ るじ試料数については,調 査を重ねるごとに試料

数 を増加 させて,調査の信頼性 を高めるよ うに努め

た=試料 を収集 した鹿 児島県は国産 ウナギの ‐人生

産地 (国 内生産量の 42%:2016年 )21 であるが,鹿

児島市の ウナギ蒲焼の消費量 (金額)は全国平均以

|ヽ

‐
'・ である。収集 した国産表示の試料のほとん どが

鹿児島県産であ り,ま た,国内で養殖 されていたジャ

ポニカ種以外の ウナギは最 も多かった年で も 1吉 ll程

度であった
IFIこ

とよ り,国産表示の試料については

日本全国での調査結果 と乖離す る可能性は小 さい と

考 えられ る. ‐方,国外か らの輸入品由来の試料に

ついては,鹿 児島県での消費量及び 人 ||を 考慮す る

と,鹿児島県での流通量はかな り限定 され る (全 国

の 1%程度 と試算)た め,各種が 占める雷」合の結果

については全国での口∫司査結果 と乖離す る可能性は高

い .し か し,ア ンギラ種な どのジャボニカ種以外の

種が検 出され るか だうか とい う観点では,訓査地 |二

よる影響が結果に及ばす影響は限定 され ると考える[

また,今回用いた若尾 らの方法
」・に関 して も限界が

ある。若尾 らの方法は発表当時 (1999年 )に 日本で

公式に流通 していた 7種 の ウナギの判定が可能 とさ

れてお り,今回 ビカーラ種についても判定が可能で

あることを確認 し,合 わせて 8種の ウナギについて

判定が 可能である。 しか し,世界中にウナギ属魚類

は 16種及び 3亜種の合わせて 19種 が存在す るため
,

若尾 らの方法で判定可能 とされ る 8種以外の品種が

試料に含まれていた場合,判 定 口丁能な 8種類 と誤 っ

て判定 された 可能性があるc現段階では今回検 出さ

れた ウナギ種以外については,4者の共同声明の添付

資料
IFlを

見る限 り極めて少ないことか ら現時点 では

影響は少ない と考え られ るが,今 LI検 出 した種以外

を判定す る方法については今後検討すべ き課題であ

る(

本調査の結果,鹿 児島県内で販売 された ウナギ加

11食 品の原料 ウナギはジャホニカ種,ア ンギラ種 ,

ロス トラー タ種, ビカー ラ種,マ ルモ ラー タ種の 5

種に及ぶ こと,取引が規制 されているアンギラ種が

中国産表示及び産地情報のない加工食品か ら未だに

検 出 され ることが明 らか となった_今後 もウナギが

食卓に継続的に供給 されてい くためには,ウ ナギの

護及び管理の動きは高まりつつある。既にアンギラ

種については 2009年にワシン トン条約の附属書Πに

掲載 され,取 引には輸出国当局発給の許可書が必要

となっている〔アンギラ種の次に同様の措置が取 ら

れ る事が懸念 されているのがジャポニカ種である.

このため, 日本政府は 2012年 よリジャホニカ種を利

用する主要国 。地域である日本,||1国 ,台湾とで “ニ

ホンウナギの国際的資源保護・管理に係 る非公式協

議''を 開始 し,継続的に協議を開催する (2017年 6

月までに 10回 開催)と ともに,韓 国を含めた 4者

で,共 同声明を 2014年 11と 2017年 1・ |に
発表 して

いる。 これ らの共同声明に星づき, 3つの活動 (0
ウナギの資源の保存及び管理,②保存・管理活動に

取 り組む非政府団体の設立,0保存 。管理活動に取

り組む国際的な非政府組織の設立)が行われている。

資源管理の活動に関 し,2011年 の共同声明
HIで

池

入れ量の上限が設定 (ジ ャボニカ種 :直近の数量か

ら20%削減, ジャポニカ種以外の異種 ウナギ :直近

3カ 年の水準を超えない)さ れ,そ の後の協議では

共同声明の遵守状況,各 国・地域による管理措置の

レビュー,翠年の池入れ量 L限等についての確認が

行われている.保存・管理活動に取 り組む非政府団

体 として, 日本では 2011年 10月 に一般社団法人全

日本持続的養鰻機構が設立 され,各 国・地域の養鰻

管理団体が集 まり,国際的な非政府組織である “持

続 可能な養鰻同盟 (ASEA:Aniance f r Sustainablc Ecl

Aquaculture)''が 2015年 6月 に設立 され た。 また ,

これ らの活動の実効性を高めるため法的拘束力のあ

る協定作りに向けた “ウナギ資源の保存及び管理に関

する法的枠組み設立の可能性についての検討のため

の非公式協議 (政府間協議)'1)2015年 に 2F口]開 催

されているc法的拘束力のある協定を策定すること

で,こ れ らの国 。地域でジャポニカ種の資源管理を

徹底 している姿勢を IL界 に示 し,ジ ャポニカ種が取

引規制の対象 となることを同避することを日指 して

いる.2016年 9-10月 に開催 されたワシン トン条約第

17回締約国会議 (COP17)で は, ジャホニカ種の取

引規‖刊に関する提案は行われなかったが,Eし からの

提案により世界各地に生思するウナギの国際取引に

関する実態調査を求める決議案 (ア ンギラ種の附属

書 Π掲載の効果の評価,ジ ャホニカ種を含むウナギ

種の資源や貿易の状況等について研究・評価を行 う

場の設置)が採択された 'Ot今 回の提案採択により,

次国の会議 (2019年 開催予定)ではジャポニカ種 1)

含めたウナギの取引規制について議論が行われるこ

とが予想 され,取引規制を回避するために,こ れ ま

で以 Lに 国際的なジャポニカ種を含む ウナギ種の保

護 。管Tlの 活動の推進が求められている.こ のため
,
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保護 。管理の活動を継続 していくことが重要であり,

これ らの活動の遵守状況を確認するために国内で流

通 しているウナギ加工食品における原料 ウナギ種の

魚種判定調査を継続 していく必要性が示唆されたこ
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Abstract
In recent years, the number of eels has declined worldwide. With their registration on the Red List

of threatened species, protection activities and movement towards enacting trading regulations are

progressing. Given that Japan is the world's leading eel-consuming country, this is an important issue.

The species identification of the raw materials of processed eel foods was conducted, including those sold at

supermarkets and restaurants, in Kagoshima Prefecture for 5 years (2013'201,7) using a polymerase chain

reaction-restriction fragment length polymorphism method. Among the processed eel foods those displayed

as Japanese domestic products (131 samples),727 samples were identified as Japanese eel(Anguilla

japonica),3 were identified as Indonesian shortfin eel (Anguilla bicolor bicolor), and 1 was identified

as European eel(Anguilta anguilla\. Among the processed ee1 foods displayed as Chinese products (149

samples), 79 samples were identified as Anguilla japonica, 34 were identified as Anguilla anguilla,3l were

identified as American eel (Anguilla rostrata),3 were identified as Giant mottled eel (Anguilla marmorata),

and 2 were identified as Anguilla bicolor bicolor. Among the processed eel foods displayed as products

from countries other than Japan or China (13 samples), 8 samples were identified as Aruguilla bicolor

bicolor,3 were identified as Anguilla japonica, 1was identified as Anguillarostrata, and 1was identified

as Anguilla marmorata. Among the processed eel foods without any indication of the place of production

(107 samples), 52 samples were identified as Anguilla japoruica,34 were identified as Aruguilla anguilla,

18 were identified as Anguilla rostrata, and 2 were identified as Anguilla bicolor bicolor, 1 was identified

as Anguilla morlruorata. This investigation revealed that the foods containing Anguilla bicolor bicolor

displayed as Japan domestic products were sold in Japan without specifying the species name. Furthermore,

some samples containin g An guilla an guilla, the trade of which is regulated, were found among the samples

displayed as Chinese products or lacking information on the place of production. The proportions of Anguilla

rostrata and Anguilla bicolor bicolor were found to increase over the study period. These results suggested

the need to continuously investigate the change in the proportions of eel species being sold as part of food

products in Japan to ensure the effective protection and management of eel-based food resources.


